
不燃化セミナー 不燃化セミナー 平成２９年度平成２９年度

　29　11　30　29　11　30

キャロットタワー４階　キャロットタワー４階　
（世田谷区太子堂４－１－１）（世田谷区太子堂４－１－１）

生活工房ワークショップA生活工房ワークショップA

日 時日 時

会場会場

平成　　年 月　　 日 (木 )月　　 日 (木 )
１９：００～２０：４５（開場１８：３０）

世田谷区

「太子堂・若林地区での建替えのポイント」

連  健夫連  健夫講師：
建築家　一級建築士　一級建築施工管理技士

既存住宅状況調査技術者　

首都大学東京・早稲田大学非常勤講師　

建築家　一級建築士　一級建築施工管理技士

既存住宅状況調査技術者　

首都大学東京・早稲田大学非常勤講師　

CFP®認定者（ファイナンシャル・プランナー）
１級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP®認定者（ファイナンシャル・プランナー）
１級ファイナンシャル・プランニング技能士

む ら じ　 た け おむ ら じ　 た け お

「建替えの上手な資金計画」

坂本 綾子坂本 綾子講師：
さかもと　あやこさかもと　あやこ

お問合せ

太子堂・若林地区
太子堂・若林地区

世田谷区　世田谷総合支所　街づくり課
〒154-8504　東京都世田谷区世田谷4ー 21ー 27
電話 03－5432－2871( 直通 )　FAX03－5432－3055

講演会講演会
専門家から学ぶ
建替えのポイント
専門家から学ぶ
建替えのポイント

協力：日本ＦＰ協会東京支部協力：日本ＦＰ協会東京支部

世田谷線

三軒茶屋

成城

溝
の
口

玉川通り（国道246号）
高速道路
田園都市線

渋谷

太子堂出張所
太子堂まちづくりセンター

茶
沢
通
り

スーパー

三軒
茶屋

※下記　　（バス停）は
　すべて「三軒茶屋」。

キャロットタワー4階
生活工房ワーク
ショップA

講演

１

講演

２



不燃化特区の助成制度について

詳しくはこちらのＱＲコードから

世田谷区のホームページをご確認

ください。
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

老朽建築物の建替えに伴う費用を助成します

老朽建築物の解体除却費用を助成します

建替え、除却に関するご相談(無料)ができます建替え、除却に関するご相談(無料)ができます

固定資産税・都市計画税の減免を受けられます固定資産税・都市計画税の減免を受けられます

その1

その２

その３

その４

シミュレーションの一例シミュレーションの一例

シミュレーションの一例シミュレーションの一例

合計401万6千円が助成限度額

延べ床面積(地上1～3階)が100㎡の
準耐火建築物を新築する場合

建築設計
・監理費141万6千円が助成限度額

延べ床面積100㎡の建築物を除却した場合
除却工事費260万円が助成限度額

(100㎡×26,000円/㎡)

延べ床面積100㎡の建築物を除却した場合
除却工事費260万円が助成限度額

(100㎡×26,000円/㎡)

　不燃化特区内＊において、老朽建築
物(耐用年数の２/３以上を経過した木
造又は軽量鉄骨造の建築物)を除却し、
不燃化建替えを行う場合、かかる費用
の一部を助成します。
＊区役所周辺地区は補助52号線沿道３０メー
トルの範囲のみとなります。

建替え後が４戸までの共同住宅・長屋も助成対象となりました建替え後が４戸までの共同住宅・長屋も助成対象となりました

　不燃化特区内において、老朽建築物
(昭和56年5月31日までに着工された
木造又は軽量鉄骨造の建築物及びそれ
に付属する工作物)の除却にかかる費
用を助成します。

　老朽建築物の権利の移転や取壊し、建替えに関するご
相談に対して、弁護士や税理士等の専門家がお答えしま
す。

　不燃化特区内において、老朽建築物の除却や不燃化建替えを
行った場合、最長5年間の固定資産税・都市計画税の減免を受
けられます。

平成30年3月1日より建替え助成の対象が見直さ
れます。
詳しくは、表面の問合せ先までご連絡ください。

登録番号（29）83

のご案内のご案内
不燃化特区の助成制度不燃化特区の助成制度

更地

東京防災公式
キャラクター
「防サイくん」


